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実際の判決書（決定書） ウェブサイト 頁 行

 証拠にとれない。言いかえれば 証拠にとれない、言いかえれば 5 4

証拠とすることができない、即ち 証拠とすることができない。即ち 5 5

証人の供述と同じく 証人の供述を同じく 8 12

 裁判所が、職権を以て 裁判所が職権を以て 8 19

 


